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平成 15 年度税制改正(間接税関係)。 
平成 年度の税制改正のうち間接税に関する事をまとめてみました。

消費税

○ 中小企業者に対する特例措置

※事業者免税店制度の摘要上限が課税売上高 万円に引き下げられました。 現行 万円

平成 年 月 日以後に開始する課税期間について適用されます。

※簡易課税制度の摘要上限が課税売上高 万円に引き下げられました。 現行 億円

平成 年 月 日以後に開始する課税期間について適用されます。

○ 総額表示の義務付け

消費者に対して商品の販売、役務の提供等を行うにあたって予め取引価格を表示する場合には、消費

税及び地方消費税を含めた価格を表示することが義務付けられます。現行の外税（表示価格に消費税率

をかけてお金をもらう）から内税（消費税を含めた金額を表示する）方式へ変わる。

平成 年 月 日から適用されます。

○ 申告納付制度

直前の課税期間の年税額が 万円（地方消費税込みで 万円）を超える事業者は、中間申告納

付を毎月（現行 ヶ月毎）行うことになります。

平成 年 月 日以後に開始する課税期間について適用されます。

酒 税

○ 酒類間の税負担格差の縮小

ビール・発泡酒（麦芽比率 ％未満）、清酒、果実酒間の税負担格差が 縮小され、発泡酒・果実

酒・合成清酒・甘味果実酒当の税率が引き上げられました。

（平成 年 月 から実施されています。手持ち品から課税されました。）

たばこ税

○ 税率の引き上げ

タバコ税の税率が 本当り 円（国税・地方税合計）引き上げられました。

（平成 年 月 から実施されています。手持ち品から課税されました。）

（以上伊集院関税会の資料より）

【情 報】 「かごしま材の家づくり」講習会が開催されます。

県では県産材の有効利用を図る為に全庁一丸となっていろいろな施策を行っ

ております。林務部では、「地材地建」を唱え「地元の材料を使い、地元の職人

で家を造ろう」という運動を展開しています。その為に、「かごしま材の家づくり」

推進講習会が計画されております。近日中に募集が行われる予定です。

【定休日】 月は 日となります

月は 日となります

ご協力お願いします。 

（お問い合わせは、お客様サービス係の束野まで） 


